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阪神高速道路の長期維持管理及び更新に関する技術検討委員会

設立趣意書

阪神高速道路（ 株） は、 平成17 年の民営化以降（ 独） 日本高速道路保有・ 債務返済

機構と平成62 年の償還満了までの間構造物を安全に維持管理するための必要最小限の

費用を計上した協定を締結している。

しかし近年、構造物の高齢化、老朽化に起因する損傷も増加傾向が見られ、積極的に

補修工事を実施しているものの、機能低下を補うための対策が必要な損傷は増加してい

る。こうした状況に対応するため、別途予防保全費を使い、構造物の抜本的対策をとる

ことにより、将来の維持管理費の増大を押さえ、構造物の延命化に取り組んでいるとこ

ろである。

一方、阪神高速道路は供用延長254ｋ ｍのうち橋梁延長が約208ｋ ｍあるなど、構造

物の比率が高い（ 92％） のが特徴である（ 平成24 年10 月時点）。 また、 経過年数40

年以上の構造物が約80ｋ ｍ、 30年以上が約120ｋ ｍあり、 構造物の高齢化が進んでい

る。 また、 阪神高速道路は、 １ 日約70 万台の自動車が利用しており、 1 号環状線や3

号神戸線の断面交通量は最大10 万台／日超の膨大な交通量となっている。 更に、 大型

車交通量は、大阪府内道路の約6倍であり、重交通を負担することにより極めて過酷な

使用状況にある。

このような厳しい環境下で、構造物の老朽化の状況の的確な把握につとめ、予防保全

等の維持管理を実施しているところであるが、阪神高速道路を将来にわたって健全な状

態で管理していく ため、構造物の更新の必要性、ならびに更新の実施に必要な環境整備

等を含め、長期的な視点での維持管理のあり方について、委員会を設置し、技術的観点

から検討を行うものである。



阪神高速道路の長期維持管理及び更新に関する技術検討委員会
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阪神高速道路の長期維持管理
及び更新に関する技術検討委員会

（第１回）

平成24年11月８日

阪神高速道路株式会社
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１．審議事項

1
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審議対象
（定義）

・大規模修繕 ・・経験有り（部分更新）
・大規模更新 ・・経験無し（震災復旧を除く）

（現状認識）
・補修・修繕

審議事項

主として、大規模修繕と大規模更新における
１）基本的考え方・・永続的に使用可能な社会資本
２）基本的戦略 ・・大規模修繕と大規模更新のあり方

総合評価（社会的影響を含む）のあり方
３）具体的更新箇所
４）開発すべき技術の方向性

具体的な
方向性

①大規模修繕と大規模更新に基づく将来シミュレーション
外力・耐力のばらつきを反映

②具体的な更新箇所の選定と更新イメージ
有ヒンジ橋、ＡＳＲ橋脚など
累積軸数が多く、設計基準が古く損傷の多い路線

2

審議事項の整理
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２．阪神高速道路ネットワークの状況

3
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凡例 延長：km

営業中路線 254.2

事業中路線
(大和川線・淀川左岸線）

18.4

ネットワークの概要

4
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5

整備の経緯（１）

大阪、兵庫および京都地域において254.2ｋｍのネットワークを提供し、関西都市
圏の大動脈として、関西の暮らしと経済の発展に不可欠な基盤
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6

※H7.1.17発生の兵庫県南部地震により
同日全線通行止め、H7.1.19から順次交
通開放。
3号神戸線は甚大な被害を受けた武庫
川以西において長期間通行止め、
H8.9.30に全線交通開放

整備の経緯（２）
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供用延長242km（H20）

（平成20年～）
京都線の整備道路との接続

通行台数87万台/日
(H20)

供用延長254km（H24）

（平成23年～）
神戸山手線・京都線の全線供用
新神戸トンネルの移管

通行台数88万台/日
(H23※)  H23.12月まで

※新神戸トンネルは公社管理道路として
S51年度に対面２車線、Ｓ６３年度に対面
４車化、南伸部（1ｋｍ）についてはH17年
度に供用開始

7

整備の経緯（３）
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8
  上下各一車線交通開放

H8.8.31

H8.2.19

H8.8.10

H8.9.30

H8.7.17

H7.2.25 H7.1.21

H7.1.23

H7.4.1

H7.4.10

H7.7.1

■3号神戸線 ■5号湾岸線

月
見
山

京
橋

柳
原

深
江

第
二
神
明
道
路

名
神
高
速
道
路

武
庫
川

H8.8.31

H8.9.30

H8.8.10

H8.2.19
H8.7.17

兵
庫
県

大
阪
府

H7.2.25

摩
耶

大
和
田

H7.1.23

六甲ＩＳ北

魚崎浜
西
宮
浜

南
芦
屋
浜

鳴
尾
浜

中島

H7.4.1H7.7.1

H7.1.21

尼
崎
末
広

兵庫県南部地震H7.1.17発生

復旧開通時期

３号神戸線
（H8.9.30全線開放）

湾岸測道

５号湾岸線
（H7.7.1全線開放※）

H7.4.10

武庫川以西において、上部工182径間
（武庫川以西全径間の約2割）、下部工
308基（同約3割）を再構築

H7.1.27に一部湾岸側道を利用し、中島～魚崎浜間
を緊急輸送ルートとして供用

西宮浜～甲子園浜間において
上部工1径間を再構築

［参考］震災復旧の概要

３号神戸線は甚大な被害を受けた武庫川以西において長期間通行止め
３号神戸線の復旧期間中においても、５号湾岸線が阪神間の輸送ルートとして機能
５号湾岸線は平成７年７月１日※ 、３号神戸線は平成８年９月３０日に全線交通開放
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9
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一日平均通行台数

供用延長(km)

 H23年度交通量は１２月までの平均値

供用延長と通行台数

供用延長254.2km（平成24年10月時点）
日平均約88万台（平成23年度）が利用
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10

【凡例】

０～ ２万～ ４万～ ６万～ ８万～ １０万～

利用交通量（阪神圏）

交通量：H24.1-6月平日平均
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11

阪神都市圏における分担率

その他の道路の３倍の効率で交通量を分担。
阪神都市圏における貨物輸送量の約５０％が阪神高速を利用。
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事業中路線の完成予定時期



w
w
w
.h
an

sh
in
-e
xp

.c
o.
jp

［参考］大都市圏環状道路の状況

近畿圏 首都圏

名古屋圏

13

・東海環状自動車道
すべて事業化済み

・名古屋環状２号線
すべて事業化済み

・首都高速中央環状線
すべて事業化済み

・東京外かく環状道路
一部（東名以南）が
調査中

・首都圏中央連絡道
すべて事業化済み

・大阪都市再生環状道路
淀川左岸線延伸部が未都計

・大阪湾環状道路
湾岸線西伸部が未事業化

・関西中央環状道路
概成

・関西大環状道路
奈良ＩＣ～奈良北ＩＣが未事業化

10km

10km

10km

首都圏、名古屋圏の環状道路は、東京外かく環状道路の一部を除いて事業化済。
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会 社 機 構

建 設
管 理
料金徴収

高速道路の保有
債 務 返 済

資産の帰属・債務の引き受け

貸付料の支払い

貸付け

協 定

資金の
借入れ

大臣認可大臣許可

料金収入

収入 支出

管理費等

貸付料

借入金の利息

機構管理費等

建設費等
の債務返済

出資金

収入 支出

貸付料

占用料等

会社の収支 機構の収支

14貸付料により４５年以内での債務返済がなされる。

［参考］資産の保有と償還制度
会社は、建設した道路資産を日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡し。
道路資産を機構から借り受け、貸付料を支払う。
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３．阪神高速道路構造物の状況

15
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31.4%

18.3%15.9%

24.9%

9.6%

40年以上

30～39年

20～29年

10～19年

9年以下

79.7km

24.5km

63.3km

40.3km 46.4km

総延長
254.2km

 首都高データは「首都高速道路構造物の大規模更新の
あり方に関する調査研究委員会」第５回資料より作成

40年以上

30-39年

20-29年

10-19年

９年以下

40年以上 大阪池田線、守口線、森小路線 堺線、神戸西宮線等
30～39年 大阪堺線、東大阪線、松原線、大阪西宮線等
20～29年 大阪東大阪線、湾岸線、北神戸線等
10～19年 大阪池田線延伸部、東大阪線、湾岸線、北神戸線等
９年以下 北神戸線、神戸山手線、京都線

（H24.10末時点）

池田木部

東大阪
JCT

西石切町
（第二阪奈）

中国自動車道

近畿自動車道

阪和自動車道

神戸淡路鳴門
自動車道

山陽自動車道

高石

京滋バイパス

16

【首都高】

阪神高速の道路資産

総延長254.2kmのうち，経過年数40年以上の構造物が
約30%（約80km）、30年以上が約50%（約130km）あり、
高齢化が進んでいる。

（H24.4時点）
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17

構造物比率

NEXCO
首都高速
阪神高速
一般国道

： 高速道路便覧2011より
： H24.4時点
： H24.10時点
： 道路統計年報2011より

橋梁やトンネルなどの構造物比率が92％と高く、管理内容が
多岐にわたる。

高架橋

1,171 (15%)

高架橋

239 

(79%)

高架橋

208

(82%) 

高架橋

2,525(5%) 

トンネル

787 (10%)

トンネル

29(10%) 

ﾄﾝﾈﾙ

25(10%)

トンネル

1,717(3%) 

半地下19(6%) 

土工

5,800

(75%) 

土工 15 (5%)
土工 21(8%)

土工

50,769

(92%) 

0%

25%

50%

75%

100%

高速国道（NEXCO） 首都高速 阪神高速 一般国道

25%

95% 92%

8%
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出典：平成22年度 道路交通センサスデータより
※１ 大阪府：大阪府内の地方道における大型車交通量
※２ 一般道：日本全国の一般国道、地方道における大型車交通量

【大型車の平均断面交通量（道路別）】

※阪神高速道路の集約料金所で計測された軸重違反車両の軸数を集計

【過積載車両の実態】

18

9,730 

17,975 

12,658 

2,224 

1,006 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

高速国道

（NEXCO）

首都高速 阪神高速 大阪府 一般道

（
台
／
日
）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

11t～
12t

12t～
13t

13t～
15t

15t～
17t

17t～
20t

20t～

平成２２年度 249,176101,869 54,900 8,522 3,415 592

使用環境

大型車の交通量は大阪府内道路の約６倍、全国一般道の約１３倍。
設計荷重を越えるような過積載車両が多数通行。

※1 ※2
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阪神高速道路の損傷状況
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2,438
4,425

5,423

7,988

11,001

14,963

22,565

29,463

35,855

38,420

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

損傷発見数 補修数 要補修損傷 

Ａランク損傷の推移

 Aランク損傷とは機能の低下があり，対策の必要がある損傷をいう
緊急を要する損傷はSランクと判定し、すでに補修を行っており、
上記損傷数には含んでいない。 20
要補修損傷数とは、損傷発見数と補修数との差の累積

損傷状況（Aランク損傷の推移）

補修を必要とする損傷（Aランク損傷）が年々累積され、H23末時点で約3.8万件
にのぼる。

要補修損傷数については、補修工事を進めているが、増加傾向。
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21

鋼床版のデッキプレートとＵリブ
溶接部のき裂

主桁端部下フランジの断面減少

さび・腐食：断面欠損が部材厚の10％以上ある。
き裂・溶接われ：主桁本体、溶接部にわれが発生している。

 応急処置

鋼桁の損傷例（Ａランク）
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22

主桁の鉄筋露出主桁のひびわれ

コンクリート桁の損傷例（Ａランク）

ひび割れ：ひび割れ幅が0.3mm以上。
鉄筋露出：合計0.1m2以上の範囲で鉄筋が露出している。



w
w
w
.h
an

sh
in
-e
xp

.c
o.
jp

23

不良音：たたき点検において鋼板１枚の1/3程度以上の範囲に不良音。

鋼板補強されたＲＣ床版で不良音
が確認された部位のチョーキング

鋼板補強されたＲＣ床版端部で
不良音が確認

ＲＣ床版の損傷例（Ａランク）
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 桁・床版の最新定期点検結果におけるAﾗﾝｸ損傷数より算出 24
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損傷状況（供用経過年数毎のkmあたり損傷）

ｋmあたりの損傷発生数は供用後35年を経過すると
大幅に増加する傾向がある。
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構造物点検状況

日常点検 路上点検

日常点検 路下点検

定期点検

25

安全かつ円滑な交通の確保及び第三者への障害の防止を図る日常点検を実施。
構造物の損傷度を把握する定期点検を実施。
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塗装塗替工事伸縮継手補修工事

流動 ひび割れ

舗装補修工事

26

構造物補修・修繕事例①

発見された損傷に対して、補修箇所の選別と施工方法を検討し補修を実施。
補修箇所を集約し、足場を兼用すること等により効率性の向上を図る。



w
w
w
.h
an

sh
in
-e
xp

.c
o.
jp

27

コンクリート床版の損傷
ＳＦＲＣ舗装補強鋼床版の損傷

表層：AS舗装

基層：SFRC舗装

発生応力最大約80%程度低減

鋼桁・床板の連結

主桁

（鋼製orコンクリート製）
床版

（鋼製orコンクリート製）

橋脚

支承廻り

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装を繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ（SFRC）舗装に
打ち換えて、床版の剛性を向上させる

隣接する床板を連結することで、漏水のな
い構造へ改良し、支承廻りの腐食に対する
耐久性を向上させる

コンクリート床版下面に鋼板補強を行い、
曲げ耐力を向上させる

き裂 ひび割れ

鋼桁にフッ素樹脂塗装を実施することにより、
腐食に対する耐久性を向上させる

鋼桁の損傷

桁の端部損傷

腐食
連結フッ素樹脂塗装

鋼板補強

構造物補修・修繕事例②

近年、交通環境や老朽化による影響から、古い構造の箇所で多数の疲労亀裂
や腐食損傷が発生。
お客様や沿道の皆様の安全安心の確保と更なる向上を図るため、近年損傷発
生が顕在化しつつある構造箇所を対象に、耐久性向上の構造改築を実施。
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４．長期維持管理の新たな視点

28
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［着目点］
① 「補修・修繕」では、長期的な健全性の確保が困難で

あり、ある時期に「大規模修繕」、「大規模更新」の必
要があるもの

② ＬＣＣや工事による交通影響等の観点から、
「大規模修繕」、「大規模更新」も検討すべきもの

新たな視点：永続的な利用を想定

29

従来の視点：民営化後４５年を想定

長期的視点での維持管理のあり方
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イメージ図 定 義

補修
構造物の健全性低下を初期水準にまで回復させる行為
○数時間の交通規制を伴う行為

修繕
構造物の健全性低下を必要水準まで引き上げる行為
○数時間～１週間の交通規制を伴う行為

大規模
修繕

(部分更新等)

古い設計基準により建設された構造物等で健全性低下が
著しく、必要水準まで引き上げるため大規模な修繕や部
分的に更新を行う行為。
○１週間～６ヶ月程度の交通規制を伴う行為

大規模
更新

(全体更新)

古い設計基準により建設された構造物等で構造物の健全
性低下が極めて著しく、必要水準まで引き上げるため全
体的に更新を行う行為
○代替路整備を前提。１年程度の交通規制を伴う行為

桁・橋脚の再構築等

30

床版補強等

ひびわれ注入等

床版・高欄再構築等

アセット管理の手段
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イメージ図 想定される具体例

補修
• 舗装補修、塗装補修
• ＲＣ床版のひび割れ注入補修、排水施設の補修

修繕
• コンクリート構造物の表面保護
• ＲＣ床版の補強、鋼床版の補強、橋脚の耐震補強

大規模
修繕

(部分更新等)

• 古い設計基準により建設されたＲＣ桁の部分取替
• 有ヒンジＰＣ橋の垂れ下がりに対する外ケーブル補強
• 鋼製高欄の腐食損傷による取替
• 鋼板接着済みＲＣ床版の再劣化による取替

大規模
更新

(全体更新)

• 劣化したＡＳＲ橋脚の再構築、重交通下の鋼桁の再構築
• 垂れ下がりが収束しない有ヒンジＰＣ橋の再構築

31

桁・橋脚の再構築等

床版補強等

ひびわれ注入等

床版・高欄再構築等

アセット管理要素
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昭和55年に供用開始したが昭和６０年に垂れ下がりの問題が発覚。その後垂れ下がりの収束が
見込めず、平成１５年に下弦ケーブルによる補強工事を行い、40ｍｍの回復が得られた。その
後、垂れ下がりの進行は認められていないが、今後も注視していく必要。

大規模修繕事例①：松原線喜連瓜破PC橋(H15)

32
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鋼製高欄基部への浸水により鋼材の腐食が進行。壁高欄としての機能を保持できなくなっ
たため、平成１４年の環状線北側通行止め工事によってプレキャストコンクリート製の高
欄に改造。各ブロックをPC鋼材で緊張して一体化を実現。

大規模修繕事例②：池田線鋼製高欄（H14）

33

高欄内部腐食
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昭和４１年に供用した１号環状線におけるＲＣ単純Ｔ桁おいて，支承上にひびわれ
が発生していた。ひびわれ幅は10mmに達し，平成１３年の環状線南側の通行止補修
工事でＰＣ桁に架け替えを実施。

大規模修繕事例③－1：
環状線高津地区RC単純桁（H13）
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大規模修繕事例③－2：
環状線高津地区RC単純桁（H13）
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ネットワーク整備
（大規模修繕/大規模更新時の代替路）

アセット

通常補修・
修繕戦略

補修 修繕

著しい
再劣化

点検

NO

YES

大規模更新
（全体更新）

全体更新

部分更新

大規模
更新戦略

４５年の
アセット健全性管理

永続的な利用を想定した
アセット健全性管理

ネットワーク
再生

施策

ネットワーク

整備戦略
ネットワーク

再生戦略

アセット機能性管理

大規模修繕
（部分更新）

大規模
修繕戦略

36

議論の対象

阪神高速道路におけるアセット管理の戦略イメージ
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従来の視点 新たな視点

管理目標 民営化後４５年を想定 永続的な利用を想定

管理行為の範囲
補修
修繕

補修
修繕

大規模修繕
大規模更新

劣化予測
現時点の劣化傾向に基づく

劣化予測
劣化進行の加速も考慮した

劣化予測

得られる成果
効率・効果的な

補修・修繕戦略の策定

上記を踏まえたうえで、
長寿命化に必要な

維持管理戦略、事業規模

要素技術
リスク管理技術

構造物劣化管理技術

劣化期におけるリスク管理技術
構造物劣化管理技術
社会資本管理技術

37

長期維持管理の考え方
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５．今後のスケジュール

38
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第１回委員：平成２４年１１月８日

設立趣旨、阪神高速ネットワークの役割･現状、

長期維持管理の新たな視点

第２回委員会：平成２４年１２月（予定）

大規模修繕･大規模更新の必要性、

具体的な更新箇所の検討

第３回委員会：平成２５年１月（予定）
・

・

最終委員会：平成２５年春頃（予定）

長期維持管理方針の提言

39

委員会スケジュール



阪神高速道路の長期維持管理及び更新に関する技術検討委員会

第１回委員会 議事要旨

日時： 平成24年11月8日（ 木） 10:00～12:10

場所： 阪神高速道路（ 株） 11F 会議室

出席： 委員長： 渡邊 英一（ 京都大学名誉教授）

委 員： 小林 潔司（ 京都大学経営管理大学院 教授）

杉浦 邦征 （ 京都大学大学院工学研究科 教授）

西井 和夫（ 流通科学大学総合政策学部 教授）

（ 欠席： 森川 英典（ 神戸大学大学院工学研究科 教授））

議事：

１ ． 委員会設立趣意

２ ． 審議事項

３ ． 阪神高速道路ネット ワークの状況

４ ． 阪神高速道路構造物の状況

５ ． 長期維持管理の新たな視点

６ ． 今後のスケジュール

主な意見：

・ これまで阪神高速道路で構築してきた橋梁マネジメント システムを踏まえたうえで、

劣化の加速や再劣化の状況を勘案し、 大規模更新をも視野に入れて今後その改良すべ

き課題を整理したい。

・ 補修すべき損傷が累積されているように見受けられるが、 損傷の状況を適切に判断し、

安全性を確保しているということを説明すべきである。

・ 「 大規模更新」 の具体的な判断基準を議論したい。 劣化要因に加え「 機能上の問題」

なども更新の対象となりうると考えられる。

・ 大規模更新を実施する場合にはネット ワークの整備状況が社会的影響を大きく 左右す

ると思われる。 具体的な検討にはネット ワークの整備状況を与条件として加味せねば

ならない。

・ 再劣化、 劣化速度などをどのように把握してリスクを軽減していく かという技術的な

課題に取り組む必要がある。

・ 修繕か、 単に更新するかどうかを検討するだけでなく 、 健全性の評価技術の向上や延

命化技術の開発にも注力すべきである。

・ 大規模更新を議論する場合、 長期的にはネット ワークや物流機能などを踏まえて判断

する必要はある。 ただしこのことは基本的には本委員会の審議対象外であるが、 主要

な課題を整理するという理解で臨むことが大切である。

・ 新しい路線を建設することにより既存の路線の負担が軽減されるといったメリット が

あることも議論する必要があろう。

以上


